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その右は淵脇みどり原告代理人弁護士（2017．11．17）

晴
海
都
有
地
た
た
き
売
り
裁
判
第
一
回
口
頭
弁
論

都
側
の
あ
る
ま
じ
き
『
暴
言
』

都
民
の
住
民
訴
訟
の
権
利
を
否
定
す
る
の
か

昨
年
Ⅱ
月
1
7
日
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
選
手
村
整
備
に
名
を

借
り
て
晴
海
の
都
有
地
1
3
・

4
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
近
隣
地
価

の
9
割
引
き
で
売
却
し
た
こ

と
は
違
法
だ
と
し
て
都
民
3
3

人
が
都
に
対
し
て
そ
の
差
額

分
の
返
還
な
ど
を
求
め
た
裁

判
　
（
住
民
訴
訟
）
　
の
第
一
回

口
頭
弁
論
が
東
京
地
裁
4
1

9
号
法
廷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

法
廷
は
、
原
告
席
も
傍
聴
席

も
満
席
と
な
り
ま
し
た
。

原
告
側
意
見
陳
述

中
野
幸
則
原
告
代
表
は
口

頭
に
よ
る
意
見
陳
述
で
、
日

建
設
計
に
よ
る
地
区
計
画
検

討
業
務
か
ら
大
手
不
動
産
等

1
3
社
に
よ
る
事
業
協
力
者
と
、

こ
れ
が
衣
替
え
し
た
Ⅱ
社
に

よ
る
特
定
建
築
者
　
（
工
事
受

注
者
）
　
の
決
定
な
ど
に
至
る

一
連
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
ま
さ

に
官
民
癒
着
と
巨
大
な
官
製

談
合
を
示
す
も
の
」
　
と
指
摘

し
　
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
利
用

し
た
大
手
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー

Ⅱ
社
の
利
益
を
優
先
す
る
開

発
計
画
」
　
と
断
じ
て
、
司
法

に
よ
る
正
義
の
判
断
を
求
め

ま
し
た
。
ひ
き
つ
づ
い
て
原
告
代
理

人
の
淵
脇
み
ど
り
弁
護
士
が

口
頭
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。

「
重
要
な
争
点
の
第
一
は
、

都
民
の
重
要
な
資
産
で
あ
る

本
敷
地
の
価
格
が
、
周
辺
時

価
の
1
0
分
の
1
の
廉
価
で

不
当
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
」
、

そ
し
て
「
こ
の
売
却
行
為
が
、

あ
る
べ
き
適
正
手
続
き
に
従

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
」
、
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さ
ら
に
　
「
都
の
行
為
は
再
開

発
制
度
を
法
の
趣
旨
に
反
し

て
濫
用
す
る
と
い
う
手
法
で

行
わ
れ
た
」
　
と
そ
の
カ
ラ
ク

リ
を
詳
述
し
、
最
後
に
　
「
そ

の
実
態
は
情
報
の
秘
匿
、
非

公
開
に
よ
る
巨
大
官
製
談
合

に
は
か
な
ら
な
い
」
　
と
断
じ

被
告
都
側
意
見
陳
述

当
初
都
側
代
理
人
は
、
原

告
の
法
廷
で
の
口
頭
陳
述
を

止
め
る
よ
う
上
申
書
を
裁
判

長
あ
て
に
提
出
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
裁
判
長
に
却
下

さ
れ
た
被
告
側
代
理
人
の
外

立
憲
治
弁
護
士
は
、
当
日
に

な
っ
て
A
4
一
枚
の
意
見
陳

述
要
旨
を
原
告
側
に
手
渡
し
、

自
ら
口
頭
陳
述
し
ま
し
た
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
　
＊
＊

冒
頭
、
「
原
告
側
の
意
見
陳

述
に
よ
り
報
道
関
係
者
各
位

を
含
む
傍
聴
人
に
非
常
に
大

き
な
『
誤
解
』
が
生
じ
る
こ

と
を
懸
念
」
　
す
る
と
、
ま
ず

マ
ス
コ
ミ
を
牽
制
し
、
あ
た

か
も
原
告
が
嘘
八
百
を
並
べ

て
、
世
論
を
誤
導
す
る
か
の

よ
う
な
言
葉
で
始
め
ま
し
た
。

つ
づ
い
て
　
「
官
製
談
合
が

あ
る
」
、
「
不
当
な
廉
価
で
売

却
さ
れ
た
」
　
と
の
原
告
側
の

主
張
を
捉
え
て
、
「
こ
れ
ら
は

前
の
及
び
現
在
の
東
京
都
知

事
、
東
京
都
関
係
職
員
、
特

定
建
築
者
H
社
、
不
動
産
鑑

二
足
王
ら
に
対
す
る
重
大
な
名

誉
毀
損
・
侮
辱
に
な
り
か
ね

な
い
」
　
と
脅
し
と
も
と
れ
る

陳
述
を
行
い
ま
し
た
。

［
コ
メ
ン
ト
］

《
行
政
訴
訟
を
否
定
す
る
よ

う
な
、
こ
の
よ
う
な
発
言
を

公
の
行
政
側
が
言
い
出
す
と

は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
大

変
不
当
で
す
。
暴
言
と
言
っ

て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
住
民

訴
訟
は
、
丘
民
が
行
政
の
不

正
・
腐
敗
を
正
す
唯
一
の
武

器
で
す
。
一
連
の
経
過
は
官

製
談
合
を
疑
わ
せ
る
に
十
分

で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
土
地

価
格
決
定
の
情
報
を
隠
し
て

お
い
て
何
を
か
い
わ
ん
や
で

す。）
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

次
に
　
「
原
告
側
は
官
製
談

合
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
定
し

て
お
ら
ず
、
適
正
譲
渡
価
格

が
1
3
0
0
億
円
と
い
う
主

張
を
根
拠
づ
け
る
、
不
動
産

鑑
定
士
等
に
よ
る
評
価
書
な

ど
の
証
拠
を
一
切
提
出
し
て

い
な
い
」
　
と
し
て
、
原
告
側

主
張
は
　
「
自
己
の
主
張
に
都

合
の
良
い
推
論
・
空
論
に
よ

る
言
い
が
か
り
」
　
だ
と
難
じ

て
い
ま
す
。

［
コ
メ
ン
ト
］

《
8
月
1
7
日
に
提
出
し
た
訴

状
を
被
告
側
代
理
人
弁
護
士

は
読
み
込
ん
で
な
い
の
か
疑

い
ま
す
。
「
推
論
・
空
論
に
よ

る
言
い
が
か
り
」
　
な
ど
と
の

非
難
は
許
せ
ま
せ
ん
。
情
報

開
示
請
求
し
た
文
書
が
黒
塗

り
で
制
約
さ
れ
た
資
料
を
前

提
に
し
な
が
ら
も
、
具
体
的

に
多
数
証
拠
を
提
出
し
立
証

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
提

訴
か
ら
3
ケ
月
も
経
っ
て
い

る
の
に
、
都
側
の
答
弁
書
は
、

「
原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
す

る
」
　
「
追
っ
て
認
否
・
反
論
す

る
」
　
と
い
う
全
く
中
身
の
な

い
も
の
で
す
（
一
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

そ
し
て
最
後
に
、
「
本
件
訴

訟
が
政
治
シ
ョ
ー
に
な
り
下

が
ら
な
い
た
め
に
も
」
　
と
言

っ
て
裁
判
所
に
訴
訟
指
揮
ま

で
指
示
し
て
い
ま
す
。

［
コ
メ
ン
ト
］

こ
こ
に
も
マ
ス
コ
ミ
報
道

を
恐
れ
牽
制
し
た
い
被
告
側

の
意
図
が
窺
え
ま
す
。
同
時

に
原
告
が
悪
意
を
持
っ
て
行

政
を
歪
め
よ
う
と
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
印
象
づ
け
よ
う

と
の
狙
い
が
見
え
ま
す
。

被
告
側
陳
述
は
、
全
体
と

し
て
品
格
に
欠
け
る
印
象
を

与
え
ま
す
。
し
か
し
、
都
側

が
官
製
談
合
疑
惑
と
不
当
な

廉
価
な
地
価
と
い
う
点
に
非

常
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

土
地
価
格
調
査
報

告
書
の
開
示
請
求

が
攻
め
ど
こ
ろ

原
告
側
が
主
張
す
る
土
地

評
価
額
（
約
1
3
0
0
億
円
）

が
　
「
選
手
村
用
地
と
い
う
本

件
土
地
に
お
け
る
極
め
て
特

殊
な
事
情
は
ま
っ
た
く
勘
案

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
」
　
と
被
告

側
は
言
い
ま
す
が
、
そ
の
特

殊
事
情
で
9
割
引
き
に
な
る

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
被

告
側
が
情
報
を
開
示
せ
ず
に

9
割
引
き
の
正
当
性
を
ど
う

証
明
す
る
の
か
見
も
の
で
す
。
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東京地裁前宣伝行動（2017年11月17日）
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次
回
口

期
日

2
月
紳

（
火
）
帽
時

第
4
1
9
号
法
廷

ど
う
出
て
く
る
か
都
側
反
論

（
前
ペ
、
∴
ン
か
ら
続
く
）

都
側
陳
述
に
反
論

Ⅱ
月
1
7
日
の
晴
海
選
手
村

用
地
の
不
当
投
げ
売
り
裁
判

の
第
1
回
口
頭
弁
論
で
、
被

告
都
側
代
理
人
の
行
政
と
し

て
あ
る
ま
じ
き
口
頭
陳
述
が

終
る
と
、
黙
っ
て
い
ら
れ
な

い
と
ば
か
り
に
直
ち
に
原
告

代
理
人
の
千
葉
恵
子
弁
護
士

が
立
っ
て
反
論
し
ま
し
た
。

自
ら
は
原
告
の
訴
状
に
対

す
る
答
弁
書
に
一
言
も
認
否

も
反
論
も
し
て
い
な
い
の
に
、

行
政
の
代
理
人
で
あ
り
な
が

ら
何
た
る
言
い
ぐ
さ
だ
、
と

言
わ
ん
ば
か
り
の
手
厳
し
い

、
も
の
で
し
た
。

原
告
被
告
双
方
の
陳
述
が

終
っ
て
清
水
千
恵
子
裁
判
長

は
、
2
月
1
9
日
ま
で
に
反
論

文
書
を
提
出
す
る
よ
う
都
側

に
指
示
し
、
次
回
期
日
を
2

月
2
7
唱
　
（
火
）
午
後
3
時
と

言
い
渡
し
ま
し
た
。

ま
る
で
法
廷
ド
ラ

マ
見
て
い
る
よ
う

法
廷
を
後
に
し
て
隣
接
す

る
弁
護
士
会
館
の
会
議
室
に

移
り
報
告
集
会
を
行
い
ま
し

た
。
原
告
・
支
援
者
認
人
と

弁
護
王
さ
ん
ら
含
め
5
0
人
を

超
え
る
人
が
狭
い
会
議
室
に

寿
司
詰
め
に
な
り
報
告
と
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

薪
建
築
家
技
術
者
集
団
の

鎌
田
一
夫
さ
ん
が
専
門
家
の

立
場
か
ら
幾
つ
か
の
問
題
を

提
起
し
報
告
し
ま
し
た
。

こ
の
日
の
法
廷
は
、
双
方

の
火
花
が
散
る
よ
う
な
口
頭

の
陳
述
が
あ
っ
た
の
で
、
傍

聴
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
分

か
り
易
い
も
の
で
し
た
。
最

近
の
法
廷
は
書
面
の
や
り
取

り
だ
け
で
、
次
回
の
期
日
を

調
整
し
て
数
分
で
終
る
こ
と

が
多
い
の
で
傍
聴
者
に
は
分

か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
傍

聴
の
一
人
の
女
性
が
　
「
ま
る

で
法
廷
ド
ラ
マ
を
見
て
い
る

よ
う
で
感
激
し
た
」
　
と
話
し

て
い
ま
し
た
。

次
回
も
傍
聴
席
を
満

席
に
し
て
く
だ
さ
い

午
後
1
時
半
か
ら
の
法
廷

に
先
立
っ
て
当
日
の
正
午
か

ら
釦
分
ほ
ど
地
裁
前
で
横
断

幕
を
掲
げ
、
ハ
ン
ド
マ
イ
ク

で
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
幻
大

前
後
こ
の
宣
伝
行
動
に
参
加

し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
が
、

前
日
に
出
来
上
が
っ
た
ば
か

り
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ー
ト
　
「
知
っ

て
ま
す
か
」
　
を
道
行
く
人
に

配
布
し
ま
し
た
。

次
の
2
月
2
7
日
の
第
2
回

口
頭
弁
論
の
傍
聴
席
も
一
杯

に
埋
め
尽
く
し
て
く
だ
さ
い
。



●

⑧∴∴亀

ノ●

4

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
名
を
借
り
た
晴
海
の
都
有
地

、
9
割
引
き
の
投
げ
売
り
を
正
す

住
民
訴
訟
を
考
－
喜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2
月
1
7
日
㈲
専
修
大
学
で
開
催

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
村
整

備
と
は
言
う
も
の
の
、
大
会

期
間
中
だ
け
有
料
で
一
時
借

り
る
だ
け
の
も
の
（
）
実
態
は
、

大
手
不
動
産
・
開
発
デ
ィ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
に
よ
る
大
規
模
マ

ン
シ
ョ
ン
開
発
に
他
な
り
ま

せ
ん
（
一
都
民
の
貴
重
な
資

産
・
都
有
地
を
相
場
の
9
割

引
き
で
開
発
業
者
に
売
り
渡

し
て
い
い
も
の
で
し
ょ
う
が
。

こ
れ
は
お
か
し
い
、
と
、
都

民
3
3
人
が
原
告
と
な
っ
て
昨

年
8
月
1
7
日
東
京
地
裁
に
佳

良
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。

住
民
訴
訟
は
自
治
体
の
不

一
g

レ

一

書

‥

∴

’

正
・
腐
敗
を
防
ぐ
た
め
に
住

民
が
持
つ
唯
一
の
　
「
武
器
」

で
す
。
し
か
し
果
た
し
て
そ

の
名
の
通
り
機
能
を
果
た
し

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

始
ま
っ
た
ば
か
り
の
晴
海

選
手
村
土
地
投
げ
売
り
訴
訟

を
取
り
上
げ
て
検
証
し
よ
う

と
い
う
の
が
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
．
で
す
〔
）
ぜ
ひ
多
数
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

◆
2
月
1
7
日
㈲

1
3
時
開
場
1
3
時
∞
分
開
会

◆
専
修
大
学
神
田
校
舎

1
号
館
1
階
1
0
1
号
室

（
J
R
水
道
橋
西
口
よ

り
徒
歩
7
分
／
地
下
鉄

九
段
下
駅
5
番
出
口
よ

り
徒
歩
3
分
／
地
下
鉄

神
保
町
駅
A
2
出
口
よ

り
徒
歩
3
分
）

◆
市
川
隆
夫
（
正
す
会
事

務
局
長
）
／
淵
脇
み
ど
り

（
渋
谷
共
同
法
律
事
務

所
弁
護
士
）
／
白
藤
博
行

（
専
修
大
学
法
学
部
教

授
）
　
／
遠
藤
哲
人
（
区
画

整
理
。
再
開
発
対
策
全
国

連
絡
会
議
事
務
局
長
）
／

鎌
田
一
夫
（
新
建
築
家
技

術
者
集
団
常
任
幹
事
）

「
晴
海
－
正
す
会
」
ニ
ュ
ー
ス
の
発
刊
に
つ
い
て

「
晴
海
・
正
す
会
」
会
員
の
皆
さ
ん
、
又
支
援
し
て
頂
い

て
い
る
多
く
の
皆
さ
ん
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ス
1
号
を
お
送
り
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
法
廷
で
の
口
頭
弁
論
が
あ
る
ご
と
に
適
宜
発

行
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ご
意
見
ま
た
は
寄
稿
等
あ
り
ま
し

た
ら
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
以
下
に
4
・
盤
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

以
降
の
主
な
活
動
等
の
記
録
を
嘗
め
て
お
き
ま
す
。

《
主
な
活
動
等
記
録
》

1
7
・
4
・
認
　
「
4
・
2
8
晴
海
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
村
建
設

疑
惑
検
証
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
　
（
豊
洲
文
化
セ
ン
タ
ー
）

1
7
・
5
・
1
9
　
東
京
都
に
住
民
監
査
請
求
書
提
出
、
提
出

後
記
者
会
見
　
（
都
庁
記
者
ク
ラ
ブ
）

1
7
・
7
・
1
9
　
住
民
監
査
請
求
却
下
、
監
査
結
果
に
異
例

の
都
に
対
す
る
　
「
意
見
」
　
を
付
記

1
7
・
7
・
2
6
　
「
監
査
結
果
の
報
告
及
び
『
晴
海
選
手
村
土

地
接
げ
売
り
を
正
す
会
』
結
成
総
会
」
　
住
民
訴
訟
提

起
を
決
め
る
　
（
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
）

1
7
・
8
・
9
　
住
民
訴
訟
原
告
団
結
成
総
会
（
江
東
区
文

化
セ
ン
タ
ー
）

1
7
・
8
・
1
7
　
東
京
地
裁
に
訴
状
提
出
、
地
裁
前
宣
伝
行

動
と
記
者
会
見
　
（
司
法
記
者
ク
ラ
ブ
）

1
7
・
Ⅱ
・
1
7
　
第
1
回
口
頭
弁
論
（
地
裁
4
1
9
号
法
廷
）

地
裁
前
宣
伝
行
動
と
記
者
会
見
（
司
法
記
者
ク
ラ
ブ
）


